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日本における港湾政策の変容に関する考察 

－釜山港との相互依存関係を踏まえた対応を中心に－ 

 

長田 元（財務省北陸財務局）※ 

※本論は、筆者の個人的な見解である。 
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１．問題の所在 

大韓民国(以下：韓国)にある釜山港は、

世界約100か国にある500の港湾と結びつ

き、かつ、少なくとも日本にあるどの港湾

よりも質の高いサービスを安価に提供して

いる港湾である。 

釜山港の 2012 年のコンテナ取扱量は、

世界第 5位、日本で最も取扱量が多い東京

港(世界第29位)の約3.6倍の取扱量を有し

ている。また、釜山港は、新潟港、伏木富

山港、金沢港など、日本海側にある主要な

港湾とも航路が開設されており、日本から

の貨物の取り込みにも一定の成果を上げて

いる。こうした釜山港との繋がりは、日本

海側港湾の発展にも資するものとなってい

る。 

現状、釜山港は、韓国経済のみならず、

日本を含む周辺国にとっても重要で存在

感・影響力のある港湾であると捉えること

ができる。 

日本の港湾と釜山港の物流関係を国際

政治経済論の立場から考察すると、釜山港

が安価な形で世界各国と結びついた港湾サ

ービスという国際公共財（に近いインフラ）

を安価に提供し、主として日本海沿岸の港

湾がこれを利用しているというグローバル

化の一例であり、相互依存の深化の一例と

して捉えることができよう。 

グローバル化とこれに対応する国家（本

論では国の行政機関）の役割については、

大きく分けて、新自由主義（リベラリズム）

の立場と政治経済学的な立場により分類さ

れると考えられる1が、グローバリゼーショ

ンと主権国家の関係については、主たるも

のとして、次のような論争がある。それは、

グローバル化した環境において国家の役割

は低下するか、それとも強化されるのかと

いう問いでる。 

こうした問いに対して、日本政府による

港湾行政の実態は、国土交通省が港湾の地

位向上を目的に、国際コンテナ戦略港湾政

策を立案し、京浜港と阪神港を当該政策の

対象先として巻き返しを図ろうとするもの

である。 

港湾政策を巡る日本の実態は、これから

論じるように、政府の関与を強め、自国の

港湾の国際的な地位を向上させようとする

ものであり、グローバル化は国家の役割を

強化させている一例であると捉えることも

できる。港湾政策の推進に当たっては、対

外政策の視点を如何に反映させるかが重要

である考えることができる。 

対外政策について、渡辺 昭夫は『対外

政策においては、グローバリゼーションと

か地域政策が重要視され、主権国家の枠組

み自体が揺らぎつつある近年の状況では、

対外政策の内容、対象、手段も複雑になっ

てきている。たとえば、特定の国家を相手

とする伝統的な二国間外交のほかに、ある

地域の全体を対象とする地域政策という視

点が重要になってきた。』と論じている2。

対外政策の変化の前提となるグローバリゼ

ーションについては、理論的な前提として

相互依存の前提が挙げられる。 
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相互依存論について、藤原 帰一は事実

としての相互依存の進展は国際政治を取り

巻く環境の変化であって、各国政府の決定

を直接に変えるわけではなく、ましてリア

リズムに代わる新たな国際政治のモデルに

はなり得ないとしながらも、国際関係の制

度化の可能性を探るうえで、いわば基礎的

な条件を提供していると考えることができ

ると論じている3。 

本論では、グローバル化や相互依存の深

化を肯定的に捉える者が提唱するように、

他国の国際公共財を適正な費用負担のうえ

利用することにより、自らは他の課題に予

算や人的資源等を投入できるというメリッ

トがあるにもかかわらず、なぜ、日本は韓

国との相互依存度を低下させようとしてい

るのかについて、相互依存の実態を踏まえ

たうえで、ネイションの政治経済学の視点

から分析を行うことで、日本政府による釜

山港への対抗策の正当性を論じるとともに、

こうした対抗策が日本のみならず北東アジ

ア地域全体の発展に資するものにつながる

ことを明らかにしたい。 

 

２．日本政府の対抗策（日本政府のハブ港

湾政策に関する現状について） 

釜山港の発展に対して、日本政府は 2002

年から審議が始まったスーパー中枢港湾プ

ロジェクト、2009年から始まった国際コン

テナ戦略港湾政策の推進、港湾法の改正を

行うことで他国との競争を意識した港湾行

政を推進している。 

スーパー中枢港湾プロジェクトでは、港

湾行政を担当する国土交通省が民間事業者

が複数のコンテナターミナルを一体的に運

用することを目指すとともに、水深－15m

以深の岸壁を含む連続3バース以上の埠頭

を形成することにより、港湾コストの低減

とリードタイムの短縮を行うことで、企業

及び港湾の国際競争力を向上させようとし

た。これらの目標を達成するために、国、

地方自治体が管理する岸壁の貸付制度や、

荷役機械を調達する際の無利子資金貸付制

度が盛り込まれている。 

国際コンテナ戦略港湾政策では、国土交

通省が「選択と集中」を進め、京浜港・阪

神港の２港湾を対象として「選定」し、明

確な目標を設定したうえで、アジアと北

米・欧州等を結ぶ基幹航路の日本への就航

を維持・拡大するためのハード・ソフト一

体となった施策を「集中」して実施してい

る。 

集中して実施する施策については、①埠

頭群を運営業務の民営化の推進やターミナ

ルの一体運営の推進によるターミナルコス

トの低減、②内航をはじめとするフィーダ

ー網の抜本的な強化による広域からの貨物

集約のなどを行うこととし、これらの施策

を行うことで、アジアと北米・欧州を結ぶ

基幹航路の日本への就航を維持・拡大する

こと、2015年までに国内ハブの完成、釜山

港をはじめとする東アジア主要港でのトラ

ンシップ率半減、2020年までに国際トラン

シップも視野に入れ、世界中の利用者に東

アジア主要港（東アジアのハブ）として選

択される港湾にすることとした。 

スーパー中枢港湾プロジェクト及び国

際コンテナ戦略港湾政策については、政策

遂行を法的に担保すべく、港湾法の改正が

行われている。 

港湾法改正の背景は、国土交通省が京浜

港・阪神港に寄港する基幹航路を通る船舶

の便数減少に歯止めがかからない状況を問

題と捉え、京浜港・阪神港の競争力を強化

することにより、日本に寄港する基幹航路

の便数を維持・拡大してくことが必要であ

ると捉えたことによるものである4。 

法律の改正内容を考察すると、法律の改

正するにつれ、国は港湾運営に対する関与

を強化するものとなっていると捉えること
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ができる。 

 とりわけ、2011年3月31日の改正では、

国際コンテナ戦略港湾として選定した京浜

港及び阪神港を、“国際戦略港湾”として法

律上他の港湾と区別する形で定義するとと

もに、“国際戦略港湾”において実施する直

轄港湾工事の国負担率を2/3から7/10に引

き上げがすることが明記された。また、国

際戦略港湾において港湾運営会社制度を創

設し、国際戦略港湾の管理及び運営につい

て、これまで地方自治体が行ってきた管理

及び運営を、管理については地方自治体が、

運営については港湾運営会社が行うことと

した。 

 2014年 3月 31日の改正では、2011年 3

月 31 日の港湾法改正において創設した港

湾運営会社について、国が当該運営会社に

出資することを可能とする改正を行った。 

港湾法改正を考察すると、改正の目的は、

主に地方自治体及び地方自治体の出資を受

けた港湾運営会社が行ってきた港湾の運営

について、2011年 3月 31日の港湾法改正

において、港湾運営会社制度を創設し、港

湾施設の運営を民間部門である港湾運営会

社が行うことで、一般的に時意思決定に時

間がかかるとされる公共部門（地方自治体）

より早い意思決定、コストを意識した効率

的な経営を期待して創設されてものと考え

られる。 

また、国際コンテナ戦略港湾を法律上、

国際戦略港湾と位置付けるとともに、法律

において当該港湾に対しての支援を強化す

ることを明記するなどの国による港湾運営

への支援及び関与が強化されたものと捉え

ることができる。 

更に、運営会社への出資の目的について

は、これら運営会社への関与を強めること

により、国の政策を推進することにあると

捉えることができる。 

このように、日本の港湾政策は、国が港

湾振興により責任と関与を強める形で推進

されてきたと捉えることができる。 

加えて、京浜港の計画においては、東ア

ジアの主要港として選ばれる港を目指すこ

とが明記され、他国との競争を意識したも

のになった。日本国内にとどまらず、アジ

ア諸国からの貨物についても国際コンテナ

戦略港湾の集貨の対象となり、地域政策に

ついての視点が明確になった。 

 

３．相互依存論による考察 

日本の港湾と韓国の港湾には、釜山港の

地位向上に対して、スーパー中枢港湾プロ

ジェクト及び国際コンテナ戦略港湾政策の

推進、港湾法の改正につながったという点

において、相互依存の関係があると考えら

れる。 

相互依存による考察を行う際、敏感性と

脆弱性の視点からの分析がある。敏感性に

ついては、釜山港の地位向上及び日本から

の貨物の取り込みが、日本の港湾の地位の

相対的な低下をもたらし、日本政府は、こ

うした現状に対して釜山港への依存度を低

下させようとする政策の立案を促したとい

う点において、日本にとって敏感性がある

と捉えることができる。 

脆弱性については、日本が国際コンテナ

戦略港湾政策において東アジアの主要港を

目指すという目標を掲げ、自国の港湾の地

位を向上させようとしている点において、

日韓の物流関係の変更に挑戦しようとして

いることから、脆弱性を低下させようとし

ていると考えることができる。 

韓国政府が発展させた釜山港は、安価な

料金でどの国の貨物も取り扱っていること

から、厳密には国際公共財とは言えないも

のの、これに近い性質を持っていると考え

られる。 

しかしながら、日本は釜山港に対する依

存を高めようとはせず、釜山港に対抗して
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いく措置を講じており、自国の港湾をハブ

港湾にすることで、釜山港との間にある脆

弱性を減少させようとしている。 

日韓の港湾相互依存の深化は、日本に競

争的な政策立案を促すとともに、日本政府

の港湾に対する関与を強化させている。 

なお、日本が釜山港に対する相互依存関

係の変更に成功した場合の日本側の主要ア

クターにメリット・デメリットは次のよう

なものが考えられる。 

 

日本政府が敏感性・脆弱性の低下に成功した場合 
 メリット デメリット 

日本政府 農産物などの国民生活に必要な物資を他国に

依存せず、より早く、安く調達することができる 

港湾の振興に予算がかかる。 

政策担当者  組織内における権力が向上する 事業が失敗した場合、責任が伴う。 

日本国民 必要な物資をより早く、安く調達することができる。 デメリットはない。 

地方自治体 

※ 

 港湾の付近に産業の育成が図られれば、雇用の

創出等の利益を得ることができる。 

国の関与が強くなり、地方自治の裁量が小さく

なるおそれがある。 

企業 より安価に、早く物資を輸出入することができる。 デメリットはない。 

※国際コンテナ戦略港湾を管理する地方自治体 

 

相互依存の深化は、日韓の港湾政策

において対立的な関係をもたらしてい

る。では、日韓の物流関係において、

相互依存をなくすことはできるだろう

か。 

いうまでもなく、一般的に相互依存

をなくすことはできないと考えられる

が、改めて、次の点から、日韓両国の

物流関係において、相互依存をなくす

ことはできない根拠について論じたい。 

第一に、日韓両国ともに、東アジア

のハブ港湾を目指すことを明確にして

おり、程度の差はあれ、一定の貨物を

奪い合うことを前提としている。つま

り、日韓両国が相互依存を前提とした

政策を立案している、ということが第

一の理由である。 

第二に、日本海側の港湾では、日本

海側に立地する企業を中心に、釜山港

との結びつくことで、日数は３日から

５日程度時間はかかるが、安く輸送で

きるという利点がある。こうした日本

海側と釜山港の関係に対して、日本政

府は、釜山港と結びつくことより有益

な政策を実行することはできても、釜

山港の利用を禁止する法律までは立法

することはできないであろう。現に、

日本海側の港湾における釜山便の取扱

量は増加傾向にある。また、釜山港と

の連携を強化することによる港湾の振

興策について提唱する動きもある。こ

うした動きに対して、国土交通省は、

太平洋側を利用する事業者に対しても

同等の補助を行うよう要請を行うほか、

「京浜、阪神が貨物を失い競争力が下

がる」と国の見解を述べるにとどまっ

ている5。釜山港を利用することに利益

を享受できる企業は確かにあるが、こ

うした活動を禁止することは、困難で

あると考える。 

日韓の物流関係において、相互依存

をなくすことができないとすれば、相

互依存を前提とした対立的な関係をど

のように位置付ければよいだろうか。 

港湾の歴史は、競争と淘汰の歴史で

あり、日韓の港湾についても競争と淘

汰により市場の均衡を目指すことは一

案であろう。現に、現在の日韓の港湾

政策は競争を前提としたものになって

いる。 

港湾の地位は、より多くの貨物と船

が集まり、良質なサービスが提供され

るかによるものであり、こうした地位

は、輸出入となる市場、具体的にはも

のを輸出する企業、輸入したものを使

用する国内市場の大きさ、ハブ港湾と
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して国外からの貨物を集約できるだけ

のサービスを提供することにより決定

される。 

物流は、経済活動の根幹であり、物

流の主たる行為体が企業であるものの、

港湾政策の主たる行為体は国家であり、

国際社会には国家を超越する行為体が

存在しない。こうした現状を前提とし

て、主要な経済理論である市場原理に

よる解決に委ねることはできるだろう

か。 

市場原理による解決とは、需要と供

給による価格の決定により、最適な資

源配分を行うことである。船主は港湾

に集まる貨物量（需要量）に応じて、

港湾使用料等の費用を考慮しながら、

採算が採れる便数で寄港（供給）する

ため、政府はこうした船主の行動に何

ら規制を加えず、港湾に貨物を集積す

ることだけを考える。この場合、寄港

頻度は、貨物量（売上）と港湾使用料

（費用）によって決定される。 

では、競争と淘汰によって自国の港

湾が決定的に衰退した場合、例えば、

基幹航路を通る船舶がどちらかの国の

港湾に全く寄港しなくなった場合、日

韓両国はその現実を受け入れられるだ

ろうか。 

直ちに日本に寄港する船舶がなくな

るということはないだろう。しかしな

がら、コンテナ取扱量は増加している

にもかかわらず、寄港便数は減少して

おり、京浜港を構成する大阪港では、

かつて週 4便の寄港があったが、寄港

する船舶は 0便と無くなってしまった。

基幹航路がなくなることは現実に発生

しており、寄港しなくなる、というこ

とは想定される現実である。 

市場原理による最適な資源配分の中

には、こうした現実による均衡も、受

け入れなければならない現実として、

選択肢に入れるということを意味する。 

日本政府、日本企業、日本国民は日

本に寄港する船舶がなくなるというこ

とを受け入れることができるだろうか、

また、釜山港を経由した物流に納得で

きるであろうか。 

とりわけ、日本は、国土をすべて海

に囲まれ、海外からの物資の 99％を港

から輸入している。とりわけ食料につ

いては、自給率が 40％と国内で消費さ

れる過半数以上を海外からの輸入に頼

っている。自国で必要な物資を自国で

すべて賄えない現状、産業及び国民生

活の根幹となる物資の調達に支障が生

じることは、政府としては避けなけれ

ばならない事態である。 

同時に、日本の港湾に基幹航路を通

る船舶が寄港しないという事態は、国

内で必要とされる物資の多くが、他国

の港湾において一旦積み替えられると

いうことを意味する。この時、積み替

えられる港湾において、例えば、積み

替えに著しく時間をかける、料金を著

しく増額するなどの差別的な取り扱い

が行われた場合、国内に大きな悪影響

が生じてしまう。両国間においてこう

した恐れを払しょくできない限り、釜

山港を国際公共財として活用していく

ことにはつながらず、日本政府は他国

の港湾との相互依存度を極力下げ、自

国の港湾の地位を高める努力を行うで

あろう。 

韓国にとっても、日本の港湾の地位

が向上し、釜山港との立場が逆転し、

日本の国際コンテナ戦略港湾が国際公

共財となった場合も、同様の懸念を抱

くであろう。 

こうしたことから、現状、市場原理

では、日韓の港湾政策について政治的

な安定を確保することはできないと考

えられる。単に市場に任せるのではな

く、国家が一定の関与を行う必然性が

生まれると考える。 

相互依存論やグローバル化論におい

てよく論じられるが、相互依存の深化

は国家の役割を低下させる、多国籍企

業の役割が強まる、相互依存を通して
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双方に共通の利益が生まれ、紛争の発

生の可能性を低下させる、といった主

張は、日韓の港湾に関する相互依存の

現状からは確認することができない。 

 

４．ネイションの政治経済学 

日韓の対立的な港湾政策について、

従来の国際政治経済学や経済学の視点

では、市場原理による解決策があるが、

日韓両政府は、相手国の貨物に差別的

な取扱いをしないことを保障していな

い。こうした点において、単に市場に

任せるのではなく、国家が一定の関与

を行う必然性が生まれると考える。 

ここで、対立的な相互依存の状態か

ら、市場原理以外の手法による国際秩

序の可能性につて、中野 剛志のネイ

ションの政治経済学の観点6から、考察

を行いたい。 

ネイションの政治経済学による考察

を行う背景には、現状、相互依存論に

よる考察は、国際秩序を検討するうえ

での基礎的な条件の考察には資するも

のの、リアリズムに代わるモデルとは

なり得ないこと、一般的にグローバル

化において確認される国家の役割が低

下するという現象とは反対の実態が確

認されたこと、市場原理による解決が

難しいと検討したことから、これまで

の国際政治経済学による分析では、国

家の役割について十分に説明できない

と考えたからである。 

中野 剛志の『国力論』では、ネイ

ションの経済学について次の３点によ

り論じている 。 

①経済は、政治、社会、文化と密接に

関連しているものであるからして、経

済の理解とは、社会そのものの解釈を

必要とするものである。 

②経済発展には、国内市場の形成、将

来の不確実性の低減等が必要である。

これらを推進するために政府が果たす

役割は大きい。 

③経済発展は、社会経済的多様性、社

会的分業そして各産業間の相互依存を

通じて、国民統合を強化し、ネイショ

ンの力を増進する。経済とネイション

は、お互いを強化する。 

また、経済学者マーシャルの理論を

引用し、国際貿易と国際交流の発展に

は、各国間の連帯感を高めるという効

用があると論じている。マーシャルは、

国際貿易を発展させるものは、世界経

済において経済的主導権を獲得しよう

とするナショナリスティックな動機で

ある。ゆえに、経済ナショナリズムは、

国際経済秩序と矛盾するものではない

と論じている。 

こうした経済ナショナリズムの観点

を踏まえ、日本の港湾政策について考

察することとしたい。具体的には、港

湾政策が、①から③の条件を満たし、

国富を産み出す源泉である国力に向け

られるか、また、世界経済において経

済的主導権を獲得しようとするナショ

ナリスティックな動機が含まれている

か、検討を行う。 

①については、港湾政策は、日韓両

国ともに、物の輸出入を港湾に頼って

おり、政治や国民生活に密着したもの

となっていることから、独立した自律

的なメカニズムをもつ一領域ではなく、

政治や社会等と密接にかかわっている。 

②については、日本における港湾政

策における国家の役割を論じたように、

施設の整備に多額の予算を必要とし、

政府の政治的な力が果たす役割は大き

い。 

③については、港湾政策の対象は、

表面的には、施設を管理する港湾管理

者、港湾を直接使用する船会社に対す

るものとなるが、港湾において扱われ

るものは、様々な物であり、多様な業

種に便益が及ぶものである。この点に

おいて、政策の成功の是非が、国民生

活の向上、国内産業の育成をはじめ、

国内企業の競争力向上に資するもので

あり、これが、引いては政府の税収、
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貿易黒字といった国富を産み出す源泉

になることから、国力に向けられると

捉えることができよう。 

港湾政策と経済的主導権を獲得しよ

うとする動機については、日韓両国と

もに、東アジアのハブ港湾を目指すこ

とを明確にしていることから、ナショ

ナリスティックな動機は含まれている

と捉えることができよう。 

なお、マーシャルは、国際貿易と国

際交流の発展には、各国間の連帯感を

高めるという効用があると論じている。

そして、その国際貿易を発展させるも

のは、世界経済において経済的主導権

を獲得しようとするナショナリスティ

ックな動機である。ゆえに、経済ナシ

ョナリズムは、国際経済秩序と矛盾す

るものではないと論じている。 

さらに、盛んな交易に起因する知識

の交換が多ければ多いほど、理想的な

諸国民の共同体の発展に向けてますま

す貢献すると論じている。 

日本政府は、港湾法の改正等により

韓国を活発な競争を行うための体制を

強化している。日本の港湾政策の強化

が、日本の経済的主導権の獲得と国際

経済秩序の形成に資する可能性を見出

すことにつながると考えることができ

る。 

ネイションの政治経済学は、日本政

府の取組み対して正当性を与えるもの

であり、こうした取組みが日本ののみ

ならず、北東アジア地域全体の発展に

もつながるものと考えられる。 

 

５．まとめ 

 日本は、なぜ、物流関係における韓

国との相互依存度を低下させようとし

ているのかについて、ネイションの政

治経済学の観点から検討を行った。日

本政府が推進する港湾政は、ネイショ

ンの政治経済学の主要な論点を包含し、

国富を生み出す源泉である国力の増強

に向けられていることによるものであ

ることを確認した。 

日本政府は、国の関与を強化する形

で韓国政府に対抗し、東アジアのハブ

港を目指すという経済秩序を構築しよ

うとしている。こうした取組みの中に、

日本政府は対外政策を強化している現

状を確認することができた。日本政府

による対外政策の強化は、マーシャル

の引用から国際経済秩序と矛盾せず、

健全であることを確認した。さらに、

マーシャルは、盛んな交易に起因する

知識の交換が多くなれば、理想的な諸

国民の共同体の発展に向けてますます

貢献すると論じており、日本政府の取

組が北東アジア地域の発展につながる

理論的条件を確認することができた。 

ここに、対立的な相互依存にあった

としても、盛んな交易に起因する知識

の交換が行われていれば、共同体の発

展に資する可能性を見出すことができ

る。 

ナショナリスティックな動機と国際

経済秩序を矛盾させることなく推進す

るためには、日韓の港湾を巡る競争の

中に、“知識の交換”に相当する交流が

あるか否かであると考えられる。 

現在、日本及び韓国（中国も含まれ

る）の港湾政策に関する知識の交換の

場として、『北東アジア港湾局長会議』

がある。同会議においては、各国の港

湾制度について議論が行われているが、

今後、同会議を考察することで、対立

的な相互依存の中に、国際秩序を形成

できる余地があるか、検討を行ってい

きたい。 
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